
３

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十

三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
三
十
六
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
山
梨
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三

十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
三
十
七
号

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
二
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
二
号
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
三
項
」
に
、
「
同
条
第
六
項
」

を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
二
号
中
「
第
五
条
第
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
号
）

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
等
の
…
…
…
…
一

一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
六
号
）（
障

害
福
祉
課
）

１
　
障
害
者
基
本
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
七
号
）（
障
害
福
祉
課
）

１

障
害
者
自
律
支
援
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

●

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例

●

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

●

山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

●

山
梨
県
立
青
い
鳥
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

●

山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例

●

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例

２

こ
の
条
例
は
、
一
部
の
規
定
を
除
い
て
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
八
号
）（
都
市
計
画
課
）

１

放
送
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
の
整
理
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

九
月
七
日

号
外
第
七
十
号

水　曜　日
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
第
五
条
第
六
項
」
を
「
第
五
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五

条
第
八
項
」
を
「
第
五
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
条
第
十
一
項
」
を
「
第
五
条

第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
　
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
第
六
十
三
条
の
五
」
を
「
第
六
十
三
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第

五
条
第
九
項
」
を
「
第
五
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五

条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
条
例

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
条
第
八
項
」
を
「
第
五
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
五
項
の
表
一
の
項
中
「
第
五
条
第
八
項
」
を
「
第
五
条
第
九
項
」
に
、「
第
二
十
九
条
第

三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
　
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
条
第
五
項
の
表
一
の
項
中
「
第
五
条
第
九
項
」
を
「
第
五
条
第

八
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
青
い
鳥
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
山
梨
県
立
青
い
鳥
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
号
中
「
第
五
条
第
六
項
」
を
「
第
五
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
五

条
第
八
項
」
を
「
第
五
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五
条
第
十
一
項
」
を
「
第
五
条

第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
　
山
梨
県
立
青
い
鳥
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
五
号
中
「
第
五
条
第
九
項
」
を
「
第
五
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五

条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
二
の
項
イ
中
「
第
六
十
三
条
の
五
」
を
「
第
六
十
三
条
の
三
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
第
五
条
第
八
項
」
を
「
第
五
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五

条
第
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
八
項
」
を
「
第
五
条
第
九
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
を

「
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
　
山
梨
県
立
あ
ゆ
み
の
家
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
第
五
条
第
九
項
」
を
「
第
五
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五

条
第
十
四
項
」
を
「
第
五
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
九
項
」
を
「
第
五
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
表
山
梨
県
立
梨
の
実
寮
の
項
第
一
号
中
「
第
五
条
第
六
項
」
を
「
第
五
条
第
七
項
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
条
第
八
項
」
を
「
第
五
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第

五
条
第
十
一
項
」
を
「
第
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
五
条
第
十
四
項
」
を

「
第
五
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
条
第
十
五
項
」
を
「
第
五
条
第
十
六
項
」

に
改
め
、
同
表
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
の
項
第
四
号
中
「
第
五
条
第
十
三

項
」
を
「
第
五
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
　
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
表
山
梨
県
立
梨
の
実
寮
の
項
第
一
号
中
「
第
六
十
三
条
の
五
」
を
「
第
六
十
三
条
の
三
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
条
第
九
項
」
を
「
第
五
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
五
条
第
十
五
項
」

を
「
第
五
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
条
第
十
六
項
」
を
「
第
五
条
第
十
五
項
」

に
改
め
、
同
表
山
梨
県
立
あ
さ
ひ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
の
項
第
一
号
中
「
第
六
十
三
条
の
四
」
を
「
第
六

十
三
条
の
二
」
に
改
め
、
同
表
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
の
項
第
四
号
中

「
第
五
条
第
十
四
項
」
を
「
第
五
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
、

第
七
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏

ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に
お
い
て
障
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
定

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

二



め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
同
項
各
号
」
に
、「
、
前
項
の
」
を
「
、
同
項
の
」
に
改
め
、

同
項
第
十
三
号
ハ
中
「
、
有
線
放
送
電
話
業
務
又
は
有
線
放
送
業
務
」
を
「
又
は
有
線
一
般
放
送
の
業

務
」
に
、「
有
線
放
送
業
務
の
」
を
「
有
線
一
般
放
送
の
業
務
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
を

削
り
、
同
項
中
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
条
第
二
十
号
中
「
第
一
種
電
気
通
信
事
業
」
を
「
認
定
電
気
通
信
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
二

十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
放
送
事
業
」
を
「
基
幹
放
送
の
業
務
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
十
三
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
三
号
を
削
り
、
同
項
中
第
四
号

を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
三

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
行
う
同
法
附
則
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
有
線
放
送
電
話
業
務
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の

山
梨
県
風
致
地
区
条
例
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

四


